
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告人の上告理由について。

　一件記録によつて認められる本件訴訟手続の経過によれば、所論準備書面は民訴

一三八条にいう最初になすべき口頭弁論期日の後に提出されたものであるから、こ

れを陳述したものと看做すべきではなく、したがつて右書面に記載の事実を立証す

るための証拠申出を援用するに由ないことは明らかであり、その他所論のように上

告人の防禦権を無視した点は認められないから、所論違憲の主張は前提を欠くこと

に帰する。論旨は採用できない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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